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（１）計画概要 

【場 所】 小倉北区魚町四丁目２番（新旦過横丁跡地）※下図の赤丸 

【面 積】 約１,１００㎡（仮設店舗敷地分） 

【区画数】 最大２６区画               

【通路幅】 ２.５～３.０ｍ程度              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 【お知らせ】仮設店舗の整備概要が決まりました。 

旦過地区再整備事業の更なる推進を図るとともに、旦過市場のにぎわいを創出
することを目的に、仮設店舗を整備することが決まりましたので、その概要に 
ついてお知らせします。先ずはステップ１（中央市場）の営業店舗及び事業区域内
の被災店舗に意向確認を実施しております。 

 ◆ 仮 設 店 舗 の 概 要 

神嶽川旦過地区整備室では、関係者の皆様に事業に

ついての情報提供を行っています。質問等がござい

ましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。 

 

 

 

北九州市 建設局 河川部 神嶽川旦過地区整備室 

【電話：０９３－５１１－７１２３】 

市のホームページで過去の 

区画整理ニュースも公開中！ 

 

 

 

 

ｽ ﾏｰﾄ ﾌｫﾝで 

ＱＲｺｰﾄﾞを 

読み取って下さい。 

。  

※配置計画図は 

 裏面をご覧ください。 
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（２）配置計画図（案） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）仕 様 

【建物構造】 軽量鉄骨造（プレハブ１階） 

【店舗面積】 １区画あたり約１４.５㎡ [約４.４坪]  

＜間口約２．７ｍ、奥行５．４ｍ程度＞ 

【防火関連】 主要構造部は不燃材料を使用 

【主要設備】 上下水道、電気、都市ガス※ 

           ※火気の使用についてはガス容量及び換気能力の検討が必要です。 
また、屋内では七輪や炭火などの直火は使用できません。 

 
（４）今後のスケジュール 

 
 

令和４年 令和５年 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月以降 

仮設店舗 
整備 

契約準備 
借地契約 

締結 

仮設店舗
リース 

契約締結 
   

仮設店舗の設置期間はＡ地区立体換地建築物の完成までを予定しています。その他 
詳細については現在検討中のため、決まり次第、区画整理ニュース等でお知らせします。 
 

整備工事 営業開始 

仮設店舗について、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 

【北九州市建設局神嶽川旦過地区整備室 電話：０９３－５１１－７１２３】 


